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Ⅰ は じ めに

「 正 札 販 売」 と は 小 売業 の 店 頭 で、 売 り 手 と買 い 手 が 駆け 引 き を せず に あ ら かじ

め 売 り 手 によ り 提 示 され た 価 格 で販 売 が 行 われ る こ と であ る 。 現 在の 小 売 業 にお

い て は あ たり ま え に なっ て い る 販売 方 法 で ある が 、 幾 度と な く 小 売業 の 革 新 とし

て 取 り 組 まれ た 経 緯 があ っ た 。 第二 次 世 界 大戦 後 の わ が国 で は 、 終戦 直 後 の 配給

制 ・ 価 格 統制 時 代 に 発生 し た イ ンフ レ ー シ ョン 下 に お いて 、 ヤ ミ 値や 暴 利 で 利益

を 上 げ て いる 商 人 が 多数 存 在 し た。 そ れ に 対し て 、 店 は客 の た め にあ る と い う思

想 の も と に「 正 札 販 売」 を 実 行 した 一 群 の 商店 が 存 在 して い た 。 その な か に その

（ １ ）
後 の ビ ッ クビ ジ ネ ス にま で 成 長 する ス ー パ ーの 原 点 が あっ た の で ある 。

一 方 ヨ ーロ ッ パ で は１ ８ ５ ２ 年、 ア リ ス テッ ド ・ ブ シコ （ Ar is tid e Bou ci cau n

t） によ り 創 業 され た 世 界 初の 近 代 的 百貨 店 オ ・ ボン ・ マ ル シェ （ Au B on Ma rch

e） にお い て 、 現金 正 札 販 売、 返 品 の 自由 、 出 入 り自 由 の 店 舗が 採 用 さ れた 。 当 時

と し て は 斬新 で 画 期 的な 販 売 方 法が 実 施 さ れ、 そ の 後 の近 代 的 百 貨店 の 発 達 に大

き な 影 響 を及 ぼ し た 。し か し な がら 、 わ が 国で は 、 そ れ依 然 の １ ７世 紀 後 半 に既

に 「 越 後 屋」 呉 服 店 によ り 「 現 金掛 値 な し 」の 「 正 札 販売 」 が 実 施さ れ て お り、

多 く の 消 費者 の 支 持 を得 て 発 展 して い た の であ る 。

本 稿 で は、 世 界 で 初め て 導 入 され た 「 正 札販 売 」 を 含め た 「 越 後屋 」 呉 服 店の

小 売 業 と して の 革 新 性を 探 り 、 実行 さ れ た 内容 に つ い て整 理 す る 。つ ぎ に 、 創業

者 三 井 高 利の 経 営 理 念や 革 新 性 が受 け 入 れ られ た 背 景 につ い て 纏 める 。 最 後 に、

後 に 「 三 越百 貨 店 」 へと 発 展 的 成長 を 遂 げ た「 越 後 屋 」呉 服 店 の 行っ た 革 新 につ

い て 、 現 代的 評 価 を 考え て み た い。

Ⅱ 三 井 高利 の 新 商 法

三 井 高 利は １ ６ ７ ３年 （ 延 宝 元年 ） ８ 月 に江 戸 本 町 一丁 目 に 「 越後 屋 」 呉 服店

を 開 業 し た。 「 開 店 早々 の 小 店 舗越 後 屋 は 、武 家 屋 敷 の顧 客 な ど 一軒 も な い とい



中 田 易直 『 三井 高 利 』吉 川 弘文 館 ， １９ ５ ９年 ， ７９ ペ ー ジ。（ ２ ）

１ 間 は６ 尺 （約 １ ． ８１ ８ メー ト ル ）（ ３ ）

同 上 書， ７ ８～ ８ ２ ペー ジ 。
（ ４ ）

あ ら かじ め 得意 客 を 廻っ て 、そ の 注 文の 有 無を 聞 き、 後 で 品物 を 持参 す る 商（ ５ ）

い 方 法 。

商 品 を得 意 先に 持 参 して 販 売す る 方 法。（ ６ ）

高 利 は在 庫 管理 に は 細心 の 注意 を 払 った 。 １６ ７ ６年 （ 延 宝４ 年 ）江 戸 店 の
（ ７ ）

手 代 に 対し て 示し た 店 規２ ７ ヶ条 で 詳細 に 注 意を 与 えて い る 。１ 、 売り 物 のな か で 、

い た ん だも の は、 一 カ 所に は ずし て おい て 、 相談 の 上で 安 く とも 処 分し な さい 。 １ 、

何 物 に もよ ら ず、 品 物 がた く さん あ って 、 し かも ３ ０日 間 も 売れ な いよ う な商 品 は 、

京 都 の 仕入 れ 値段 よ り 損に な って も よい か ら 、処 分 して し ま いな さ い。
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う よ う な 、苦 し い 立 場か ら の 出 発で あ っ た 。」 当 時 の 江 戸の 商 業 の 中心 は 本 町（ ２ ）

通 り で あ り、 多 く の 呉服 店 が 存 在し て お り 、間 口 ２ ０ 間 にも お よ ぶ 大店 舗 も 既
（ ３ ）

に 出 現 し てい た の で ある 。 越 後 屋で は 定 ま った お 客 を 持っ て い な かっ た の で 、僅

か の 反 物 類を 毎 日 持 ち歩 い て 行 商す る と か 、或 い は 売 り子 を 使 っ て布 類 の 切 り売

（ ４ ）り を す る に過 ぎ な か った の で 、 その 売 上 高 も最 初 は 僅 少で あ っ た 。

高 利 は 、従 来 か ら の呉 服 屋 が 、見 世 物 商 い や屋 敷 売 に 専 念し て い る とき
（ ５ ） （ ６ ）

に 、 こ れ らに 対 抗 す る次 の よ う な新 商 法 を 考え だ し 、 実行 に 移 し てい っ た の であ

っ た 。

１ ． 諸 国 商人 売

諸 国 の 商人 達 に 対 して 、 卸 売 の営 業 を 開 始し た 。 直 接に お 客 と 取引 す る こ との

方 が 、 商 人に と っ て は利 潤 は 大 きか っ た 。 しか し 同 業 の呉 服 商 へ 販売 す る 方 法は

利 潤 を 薄 くす る か わ りに 、 取 引 量を 多 く し て、 商 品 を 速や か に 処 分す る こ と で、

店 内 に 在 庫を 停 滞 さ せな い と い う狙 い が あ った 。 比 較 的 小資 本 の 呉 服業 者 は 、（ ７ ）

直 接 京 都 から 商 品 を 仕入 れ る 時 間と 手 間 が 省け た た め に、 競 っ て 「越 後 屋 」 から

商 品 を 仕 入れ た 。

２ ． 店 前 売

店 先 で 小売 業 を 行 い、 そ の 取 引は す べ て 現金 売 買 と する 方 法 を とっ た 。 見 世物

商 い や 屋 敷売 の 決 済 方法 は ６ 月 ・１ ２ 月 の 二節 期 払 か 、ま た は １ ２月 一 度 の 極月

払 に よ る 掛売 が 慣 例 とな っ て い た。 掛 売 に より 資 金 が 長期 間 寝 か され る こ と やお

客 の 不 実 で発 生 す る 危険 を 含 ん でい た た め に、 商 品 は 高価 な も の とな っ て い たの



当 時 一般 同 業者 間 に 規約 が あり 、 切 売を 厳 禁し て いた と い う説 も ある 。（ ８ ）

浮橋 康 彦『 日 本 永代 蔵 〈翻 刻 〉』 桜 楓 社， １ ９９ ５ 年 ，４ ２ ペー ジ 。（ １ ０ ）

中田 易 直『 三 井 高利 』 吉川 弘 文館 ， １ ９５ ９ 年， １ １ ６ペ ー ジ。
（ １ １ ）

- 3 -

で あ る 。 現金 売 り で は売 掛 期 間 中の 金 利 を みる 必 要 も なく 、 貸 倒 れに よ る 損 失も

な く な る ので 、 品 物 の値 段 は 掛 売の 商 品 よ りも 格 段 に 安価 に な っ た。 今 ま で の商

慣 習 に と らわ れ な い 考え 方 を 実 行し た と い える 。

３ ． 呉 服 物の 切 売

従 来 呉 服店 で は 一 反以 上 の 単 位で し か 反 物類 が 売 ら れて お ら ず 、た と え 半 襟一

掛 け し か 必要 で な く ても 一 反 を 買わ な け れ ばな ら な か った 。 例 外 的に 場 末 の 小店

舗 で は 切 売が 行 わ れ てい た が 、 本町 通 の よ うな 中 央 の 呉服 店 で は 商人 の 面 目 にか

か わ る も のと し て 、 どこ の 店 で もま だ 行 わ れて い な か った 。 高 利 の 始め た 切 売（ ８ ）

は 、 新 し い大 衆 顧 客 にと っ て 、 非常 に 便 利 なも の と な った 。

４ ． 一 人 一色 の 役 目

店 内 の 手代 共 が そ れに 所 属 す る小 僧 を 伴 い、 一 種 の 分業 制 を と って 働 い た 。そ

の 品 種 に よっ て 例 え ば金 襴 類 、 日野 郡 内 絹 類、 羽 二 重 、沙 綾 類 、 紅類 、 麻 袴 類、

毛 織 類 に それ ぞ れ に 専門 の 手 代 を担 当 さ せ てい る 。 こ の 方 法 を採 用 し た こと（ １ ０ ）

に よ り 大 いに 能 率 を 高め る こ と がで き た と いえ る 。

５ ． 即 座 仕立 て

職 人 を 多数 店 内 に かか え 、 そ の場 で 衣 類 を仕 立 て て すぐ に 渡 す とい う サ ー ビス

も 始 め ら れた 。 浪 人 など で 仕 官 の口 が 定 ま り、 急 に 麻 裃が 必 要 で ある と い う 場合

な ど に は 、そ れ ぞ れ 分業 で 使 い の者 の 見 て いる 前 で 仕 立て て 渡 し た。 既 製 服 売買

の 一 歩 手 前ま で き て いた 。 後 の 江戸 後 期 に は子 供 の 仕 立て 上 が り を発 売 し て 、店

（ １ １ ）内 の 天 井 へ高 く 掲 げ 、子 供 を 持 つ親 の 心 を 巧み に と ら えた 。

６ ． い ろ は付 き の 引 出し に よ る 商品 分 類

引 出 に は商 品 分 類 別に 唐 国 や 和朝 の 絹 布 がた た み 込 まれ て い た 。引 出 毎 に 商品

分 類 を 行 うこ と で 、 商品 管 理 を 容易 に す る こと が で き たと い え る 。

７ ． 広 告 宣伝

高 利 は 宣伝 と い う こと に お い ても あ ら ゆ る機 会 を 利 用し た 。

( 1)江戸 市 中 へ の引 札 配 布

１ ６ ８ ３年 （ 天 和 １２ 年 ） 江 戸駿 河 町 に 移転 し て 、 店舗 を 構 え ると す ぐ に 「呉



「駿 河 町越 後 屋 八郎 右 右衛 門 申上 候 。 今度 工 夫を 以 、 呉服 物 何に 不 依 、 格（ １ ２ ）
レ

別 下 値 に売 出 し申 候 間 、私 店 に御 出 御買 可 被 下 候 。何 方 様 にも 為 持 遣候 儀 ハ 不レ レ レ

仕 候。 尤 手前 割 合勘 定 を 以売 出 し候 上 ハ 、一 銭 にて も 、空 値 不 申 上 候間 、 御 値レ 二 一

ぎ り 被 遊 候て も 、負 ハ 無 御 座 候。 勿 論 代物 は 、即 座 に御 払 可 被 下 候。 一 銭 にレ 二 一 レ レ

て も 延 金に は 不 仕候 。 以 上。 駿河 町 二 丁目 越後 屋 八郎 右 衛 門」レ

同上 書 ，１ １ ０～ １ １ １ペ ー ジ。

増尾 信 之「 三 井 本 」 亜細 亜 書房 ， １ ９４ ３ 年， ３ ７ ペー ジ 。（ １ ３ ） 讀

中田 易 直『 三 井 高利 』 吉川 弘 文館 ， １ ９５ ９ 年， １ １ ２ペ ー ジ。
（ １ ４ ）
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服 物 現 金 安売 、 無 掛 値 」 に よ る正 札 販 売 を、 市 中 に 広告 し た 。 こ の 宣 伝が二 一
（ １ ２ ）

好 評 を 博 し、 店 が 賑 わっ た 状 況 が『 商 売 記 』に 描 か れ てい る 。 「 又遠 方 よ り 買手

衆 被 参 詰 か け 、朝 よ り 昼 時分 迄 も 、 時に よ り 買 人衆 待 、 買 調被 参候 事 。 」 と、レ レ

熱 狂 的 な 繁昌 ぶ り を 示し た の で あっ た 。

( 2)貸し 傘

俄 雨 の 時に 何 百 本 とい う 「 す るが 町 、 越 後屋 」 と 大 書き し た 番 傘を 準 備 し てお

い て 、 店 の客 で あ る かど う か に 拘わ ら ず 貸 した 。 貸 し た番 傘 が 全 部戻 っ て く ると

は 限 ら な いが 、 広 告 費と し て 消 耗を 見 込 ん でい た と 考 えら れ る 。

( 3)読み 物 の 執 筆

戯 作 者 など に 原 稿 料を 与 え て 、「 越 後 屋 」を 題 材 と した 婦 女 の 読み 物 を 執 筆さ

（ １ ３ ）せ た 。

Ⅲ 三 井 高利 の 経 営 理念 と 背 景

１ ． 経 営 理念

高 利 の 三男 高 治 が 書い た と い われ る 『 商 売記 』 に は 当時 の 状 況 が描 か れ て いる 。

「 呉 服 物 の事 は 、 外 の売 物 と は 違、 色 品 多 く、 地 合 高 下紛 敷 者 に て、 そ ら ね 多く

申 、 素 人 呉服 物 買 に 出申 儀 難 成 様 在 之 候 処を 、 遠 国 の田 舎 も の 、女 童 に 、 盲人レ レ

も 買 に 参 候て も 埒 申 様に 致 し 、 現金 そ う ね なし に 商 買 致し は じ め 、天 下 一 統 此方

買 物 値 ぎ り不 申、 何 ほ ど の買 物 に て も、 此 方 付 札の 通 、 買 調悦 参 り 候 。又 遠 方 よレ

り 買 手 衆 被 参 詰か け 、 朝 より 昼 時 分 迄も 、 時 に より 買 人 衆 待、 買 調 被 参 候レ レ

事 。 」 も と も と 呉服 類 は 種 類が 多 く 、 その 地 質 に も良 否 が あ って 、 そ れ によ（ １ ４ ）

り 値 段 も 異な っ て い たが 、 素 人 には な か な かそ の 区 別 がつ き に く いも の で あ った 。

こ の 盲 点 をつ い て 悪 質な 呉 服 店 が商 品 に 掛 値を 行 い 、 暴利 を 貪 る もの も 多 か った

の で あ る 。高 利 は お 客次 第 で 値 段を つ け る 悪い 習 慣 に 困っ て い た 人々 が 、 誰 でも



同上 書 ，１ ９ ６ ペー ジ 。
（ １ ５ ）

高利 の 遺書 に 基 づき 店 員取 締 と主 人 戒 が定 め られ た が 店員 取 締の 戒 めの １ つ（ １ ６ ）

で あ る 。

同上 書 ，１ ９ ７ ペー ジ 。（ １ ７ ）

同上 書 ，１ ９ ９ ペー ジ 。
（ １ ８ ）
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安 心 し て 買え る 方 法 を採 用 し て 商い を 行 っ た。 目 前 の 利益 に 目 を 奪わ れ る こ とな

く 、 品 を 選び 利 を 薄 くし て 、 お 客に 利 益 の 多い こ と を を願 っ て 、 自ら の 信 用 を重

ん じ た 商 いに 心 が け てい た と い える 。

２ ． 商 人 倫理

後 の １ ７０ ３ 年 （ 元禄 １ ６ 年 ）、 店 内 の 支配 人 に 出 され た 心 得 『支 配 勤 集 』に

お い て 次 のよ う に 示 され た 。 「 手前 は 於 江 戸 現 金 掛 値な し 。 素 人御 方 へ 手 前正二 一

直 成 を 頼 に、 御 求 被 下 、 追日 繁 栄 致 事、 難 有 筋 と 可 存 候 。依 之随 分 元 を 安くレ レ レ レ

相 調 、 少 利を 以 商 徳 致事 成 。 支 配仕 者 不 計 了 簡 を違 、 今 一 歩通 上 候 て も、 目 に 立レ

申 程 の 儀 無 之 様に 存 、 利 に不 叶札 懸 等 、 万一 末 々 に 至仕 間 敷 に て無 之候 。 則 是レ レ レ

滅 亡 の 沙 汰と 相 心 得 、本 筋 を 以 掛引 可 仕 事 。 商 は如 揚弓 。手 前 の そ なえ あ し くレ 二 一

候 て は 、 すい び 仕 道 理、 誠 可 恐 事 。 」薄 利 多 売 ・現 金 掛 値 なし の 商 法 が、 商 人 のレ

正 直 な 心 掛け に さ さ えら れ て 、 お客 に 支 持 され た の で あっ て 、 万 一不 正 直 な 心を

（ １ ５ ）お こ す な らば 、 や が て滅 亡 に 至 るで あ ろ う こと を 説 い てい る 。

高 利 の 孫に あ た る 高房 は 『 内 寄合 式 目 』 で 「 利 慾は 商 家 の 常業 と い え ども 、
（ １ ６ ）

邪 欲 非 法 なき よ う に して 、 大 胸 利は 後 と 心 得、 商 人 ・ 職人 出 入 の 人に 至 る ま で、

恨 の 心 な きよ う に 、 もろ く も 熟 する 思 い を なし 、 天 の 直道 に 叶 い 店も 愈 増 に 幾久

し く 栄 云 々。 」 と述 べ 、 邪 欲非 法 の 商 いを 戒 め 、 正直 に 利 を 得る こ と を 説い（ １ ７ ）

て い る 。 高利 得 の 抑 制に よ り 公 正な 価 格 設 定が 成 し 遂 げら れ 、 町 人社 会 に お ける

交 換 の 正 義や 流 通 に おけ る 正 義 が示 さ れ た とい え る 。

３ ． 勤 労 道徳

高 利 は 『宗 竺 遺 書 』に お い て 述べ て い る 。「 商 人 は 、不 断 の 心 がけ う す き 時者 、

他 よ り 其 商を う ば う 。是 軍 の 利 。多 年 心 に 無 懈 怠 、 商の み ち を 能勤 、 眷 属 を養 、二 一

内 を 治 め 、外 家 業 お こた ら ざ れ ば家 栄 る な り。 」 「 商 は的 の ご と し。 手 前 能 調る

時 は 、 あ たら ず と い うこ と な し 。商 是 を 限 りと い ふ こ とな し 。 能 働ば 繁 昌 す 。工

面 悪 し け れば 商 減 少 す。 」 艱難 の 効 を 積ま な い 利 得行 為 は 、 悪銭 身 に つ かず（ １ ８ ）

で あ っ て 、有 害 無 益 のこ と と 考 え、 日 夜 堅 実に 真 面 目 に、 粘 り 強 く働 く こ と が、



同上 書 ，１ ９ １ ペー ジ 。（ ２ ０ ）

１５ ８ ３年 （ 天 正１ １ 年） よ り西 陣 織 始ま る 。
（ ２ １ ）
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必 要 で あ るこ と を 説 いた 。 ま た 『商 売 記 』 にお い て は 、「 宗 寿 被 仰 候 は、 商 の 本レ

は 養 生 に 有。 聖 人 も 守 死 る能 道 と 被 仰 候 。神 前 に て も先 子 孫 息 災延 命 、 次 に富レ レ

貴 繁 昌 と 人々 祈 申 事 。」 と あり 、 健 康 と長 寿 を 得 て、 富 貴 繁 昌す る こ と こそ（ ２ ０ ）

が 最 善 の 理想 で あ る と考 え 、 万 事慎 み の 生 活を 目 指 し た。 生 命 を 大切 に し て 、自

己 の 職 業 に誠 実 に 行 き、 生 活 の 安定 を 得 て 次第 に 富 み 栄え る こ と が真 の 楽 し みで

あ る こ と が説 か れ た 。

４ ． 江 戸 にお け る 呉 服業 発 展 の 背景

１ ５ ９ ０年 （ 天 正 １８ 年 ） 徳 川家 康 は 江 戸に 入 り 土 木を 起 こ し 、１ ６ ０ ４ 年

（ 慶 長 ９ 年） か ら 江 戸城 の 大 改 造に 着 手 し た。 幕 府 の 所在 地 と し て、 政 治 の 中心

と な っ た ため 麾 下 の 武士 は こ と ごと く 江 戸 に移 り 住 ん だ。 さ ら に 参勤 交 代 の 制度

が 実 施 さ れる こ と に より 、 三 百 諸候 と そ の 家族 は 邸 宅 を構 え 、 そ の家 臣 及 び 家族

も 多 く 移 住し た の で あっ た 。 そ れ故 諸 国 よ り各 種 の 商 人が 集 ま り 住ん で 、 商 業も

大 い に 発 達し て 江 戸 の人 口 は 急 速に 増 加 し てい っ た の であ る 。 諸 侯の 多 く は 豊臣

氏 の 盛 時 に、 京 や 大 阪に 住 み 、 絢爛 豪 華 な 桃山 文 化 の 洗礼 を 受 け たも の も 多 く、

江 戸 に 住 むに 至 っ て も、 上 方 文 化に 対 す る 欲求 は 衰 え なか っ た の であ る 。

一 方 養 蚕は 大 和 朝 廷時 代 か ら わが 国 で 行 われ て は い たが 、 戦 乱 が激 し く な るに

従 い 、 衰 えて 市 場 に 出る も の も 減少 を し た 。し か し 戦 国時 代 の 天 文年 間 に 入 り、

ポ ル ト ガ ル船 が 中 国 から の 生 糸 を運 ん で く るよ う に な ると 、 無 限 に安 価 で 供 給さ

れ る こ と が可 能 に な った の で あ る。 同 時 期 には 木 綿 の 種子 も わ が 国に 伝 わ り 、製

織 工 業 が 急激 に 発 展 する き っ か けが 生 ま れ たの で あ っ た。 そ し て 京都 西 陣 や（ ２ １ ）

筑 前 博 多 に絹 織 物 工 業が 勃 興 し たの で あ る 。

江 戸 に おけ る 武 士 の消 費 生 活 は、 町 人 の 所得 を 増 大 させ て 、 好 況を 招 い て いた

が 、 精 巧 な工 芸 品 は 当時 の 江 戸 では 生 産 さ れる こ と は なか っ た の であ る 。 急 激に

膨 張 し た 江戸 で は 武 士及 び 家 族 の数 に 比 べ て商 人 の 数 が少 な く 、 当初 は 伊 勢 の商

人 以 外 は 移り 住 む 者 もあ ま り 多 くな か っ た 。１ ６ ２ ９ 年（ 寛 永 ６ 年） に 京 都 商人

が 初 め て 江戸 で 商 い を行 っ て 以 降に 、 江 戸 にお い て 消 費者 の 欲 求 を満 足 さ せ るこ

と が で き た商 人 の な かか ら 多 く の富 商 を 輩 出し て い る 。

高 利 が 「越 後 屋 」 呉服 店 を 開 業し た 延 宝 元年 は 、 既 に関 西 商 人 が進 出 し て ４０



増尾 信 之「 三 井 本 」 亜細 亜 書房 ， １ ９４ ３ 年， ３ ４ ～４ ２ ペー ジ 。（ ２ ２ ） 讀

浮橋 康 彦『 日 本 永代 蔵 〈翻 刻 〉』 桜 楓 社， １ ９９ ５ 年 ，４ １ ～４ ２ ペー ジ 。（ ２ ３ ）

同上 書 ，４ ２ ～ ４４ ペ ージ 。
（ ２ ４ ）
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（ ２ ２ ）年 以 上 を 経過 し て お り江 戸 で の 商い は 、 む しろ 後 発 の 感が あ っ た とい え る 。

５ ． 井 原 西鶴 の み た 「越 後 屋 」 呉服 店

井 原 西 鶴は １ ６ ８ ８年 （ 元 禄 元年 ） 刊 の 『日 本 永 代 蔵』 巻 一 「 昔は 掛 算 今 は当

座 銀 」 で 駿河 町 へ 移 転し て ６ 年 目、 江 戸 進 出１ ５ 年 目 の「 越 後 屋 」呉 服 店 を 紹介

し て い る 。

「 兎 角 は あわ ぬ 算 用 、江 戸 棚 残 て何 百 貫 目 の損 。 足 も との あ か い うち に 、 本 紅の

色 か え て と、 銘 々 分 別す る 時 、 又、 商 の 道 は有 物 。 三 井九 郎 右 衛 門と い う 男 、手

金 の 光 、 むか し 小 判 の駿 河 町 と 云所 に 、 面 九間 に 四 十 間に 、 棟 高 く長 屋 作 り して 、

新 棚 を 出 し、 萬 現 銀 売り に 、 か けね な し と 相定 め 、 四 十余 人 利 発 手代 を 追 い まは

し 、 一 人 一色 の 役 目 。た と へ ば 、金 襴 類 一 人、 日 野 ・ 郡内 絹 類 壱 人、 羽 二 重 一人 、

沙 綾 類 一 人、 紅 類 一 人、 麻 袴 類 一人 、 毛 織 類一 人 、 此 ごと く 手 わ けを し て 、 天鳶

兔 一 寸 四 方、 段 子 毛 貫袋 に な る 程、 緋 繻 子 鑓印 長 、 龍 門の 袖 覆 輪 かた か た に ても 、

物 の 自 由 に売 り 渡 し ぬ。 殊 更 、 俄か 目 見 の 熨斗 目 、 い そぎ の 羽 織 など は 、 其 使を

（ ２ ３ ）
ま た せ 、 数十 人 の 手 前細 工 人 立 なら び 、 即 座に 仕 立 、 これ を 渡 し ぬ。 」

昔 は 後 払い の 売 掛 によ る 商 売 であ っ た が 、今 は 現 金 売買 で あ る とい う タ イ トル

で 「 越 後 屋」 の 様 子 を述 べ て い る。 駿 河 町 で間 口 約 １ ６メ ー ト ル 、奥 行 き 約 ７３

メ ー ト ル の新 店 を 設 け、 商 品 毎 に担 当 の 手 代を つ け て 、現 金 掛 値 なし で 商 い を行

っ て い る 。数 十 人 の 仕立 屋 を 抱 え、 い そ ぎ 客へ は 即 座 仕立 て の サ ービ ス も 行 って

い る 。 「 越後 屋 」 に おい て の 現 金掛 値 な し によ る 販 売 方法 、 一 人 一色 に よ る 販売

方 法 、 即 座仕 立 て に よる 販 売 方 法が 述 べ ら れて い る 。

「 さ に よ って 家 栄 、 毎日 金 子 五 十両 つ ゝ な らし に 、 商 売し け る と なり 。 世 の 重宝

是 ぞ か し 。此 亭 主 を 見る に 、 目 鼻手 足 あ つ て、 外 の 人 にか は つ た 所も な く 、 家職

に か は つ てか し こ し 。大 商 人 の 手本 な る べ し。 い ろ は 付の 引 出 し に、 唐 国 ・ 和朝

の 絹 布 を たゝ み こ み 、品 々 の 時 代絹 、 中 将 姫の 手 織 の 蚊屋 、 人 丸 の明 石 縮 、 阿弥

陀 の 涎 か け、 朝 比 奈 が舞 鶴 の 切 、達 磨 太 師 の敷 蒲 団 、 林和 靖 か 括 頭巾 、 三 条 小鍛

（ ２ ４ ）
冶 が 刀 袋 、何 に よ ら ずな い と い ふ物 な し 。 萬有 帳 め で たし 。 」



中田 易 直『 三 井 高利 』 吉川 弘 文館 ， １ １６ ペ ージ 及 び 増尾 信 之「 三 井 本 」（ ２ ５ ） 讀

亜 細 亜 書房 ， ３７ ペ ー ジで １ 日の 売 上を 百 五 十両 と して い る が、 浮 橋康 彦 『日 本 永

代 蔵 〈 翻刻 〉 』桜 楓 社 ，４ ２ ペー ジ では 五 十 両と 記 載し て い る。
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平 均 し て毎 日 金 子 五十 両 の商 い を 行 って い る 。 高利 は 他 の 人と か わ っ た所（ ２ ５ ）

は な い が 、家 職 に お いて は か わ って い て か しこ く 、 大 商人 の 手 本 であ る 。 い ろは

付 き の 引 出で 商 品 の 管理 を 行 い 、こ の 店 に はな い と い う物 が な く 何で も 揃 っ てい

る 。 「 越 後屋 」 で の 商品 管 理 の 方法 や 品 揃 えの 良 さ を 述べ 、 高 利 が大 商 人 の 手本

で あ る と 誉め て い る ので あ る 。

Ⅳ む す び にか え て

「 越 後 屋」 呉 服 店 の革 新 性 ー そ の 現 代的 評 価 ー

１ ． 「 越 後屋 」 呉 服 店の 革 新 性 の意 義

１ ６ ３ ５年 （ 寛 永 １２ 年 ） に 母の 命 を 受 けて 一 度 は 江戸 に 出 た 高利 で あ っ たが 、

１ ６ ４ ９ 年（ 慶 安 ２ 年） に 松 坂 への 帰 国 を 余儀 な く さ れ、 そ の 後 江戸 に お い て自

ら の 店 を 創業 す る こ とが で き た のは そ れ か ら３ ８ 年 後 のこ と で あ った 。 江 戸 の呉

服 店 と し ては 後 発 に 属し 、 開 業 当時 時 は 間 口九 尺 で 使 用人 １ ０ 人 足ら ず 、 武 家屋

敷 の 顧 客 など 一 軒 も ない と い う よう な 、 苦 しい 立 場 か らの ス タ ー トで あ っ た 。利

幅 の 多 い 見世 物 商 い や屋 敷 売 の 掛売 か ら 店 前売 に そ の 商い の 方 法 を切 り 替 え てい

っ た の は 、克 服 す べ き以 下 の 課 題が 存 在 し てい た と 考 えら れ る 。

( 1)従来 か ら 存 在し た 呉 服 業の 掛 売 の 慣習

大 名 や 武士 、 大 商 家に 対 し て 行わ れ た 掛 売に よ り 、 資金 の 長 期 滞留 化 を 招 いて

い た と と もに 貸 倒 リ スク を 発 生 させ て い た 。

( 2)呉服 業 に お ける プ ラ イ ドの 存 在

切 売 な ど零 細 な 商 いは 商 人 の 面目 に か か わる と し て 行わ れ な か った 。 顧 客 は必

要 な 商 品 を必 要 な 量 だけ 買 い 物 する こ と が でき な か っ た。

( 3)呉服 業 同 業 者間 の 対 立 意識

商 売 敵 であ る 同 業 者へ 商 品 を 販売 す る こ とは 「 敵 に 塩を 贈 る 」 事で あ る と 考え

ら れ て い た。

( 4)商い に お い ての 老 子 思 想の 影 響

「 良 賈 は深 く 蔵 し て空 し き が 如く 」 と い うよ う な 思 想が 一 般 的 であ り 、 積 極的

な 広 告 宣 伝よ り は 、 やい の や い の云 わ な い で、 ほ っ て おけ と い う 考え 方 が 大 勢を
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占 め て い たと 考 え ら れる 。

「 越 後 屋」 は 種 々 の革 新 を 行 うこ と で 、 当時 の 呉 服 業に 内 在 し てい た 課 題 を克

服 す る 可 能性 を 提 起 した が 、 同 時に そ の 時 期は 貨 幣 経 済や 信 用 経 済の 発 展 に よる

町 人 の 台 頭期 に あ っ たこ と も 事 実で あ る 。

( 1)商人 階 級 の 分化

既 に 室 町時 代 中 期 から 農 工 業 生産 の 発 展 に伴 い 、 商 人階 級 は 分 化し つ つ あ った 。

( 2)城下 町 の 発 達

鉄 砲 伝 来に よ る 戦 術の 変 化 に 伴っ て の 武 士の 城 下 町 への 定 住 化 や、 城 下 町 振興

策 と し て の楽 市 、 楽 座の 許 可 が あっ た 。

( 3)交通 の 安 全 化

天 下 統 一に よ る 関 所の 撤 廃 、 治安 の 確 立 によ る 交 通 の安 全 化 が 成し 遂 げ ら れた 。

( 4)貨幣 制 度 の 確立 と 流 通

室 町 時 代に は 一 般 的に は ほ と んど 物 々 交 換で あ っ た が、 徳 川 時 代に な っ て 貨幣

制 度 が 確 立し て 一 般 に流 通 し だ した 。

さ ら に 幕藩 体 制 の 組織 権 力 が 充実 し て く ると 貨 幣 経 済は さ ら な る全 国 的 な 発展

を 見 せ た ので あ る 。

( 1)貢租 体 系 の 整備

米 穀 や 貨幣 に よ る 貢租 体 系 が 整備 さ れ た 。

( 2)交通 の 発 達

東 廻 り ・西 廻 り 航 路の 整 備 が 行わ れ た 。

( 3)都市 の 発 達

生 活 の 向上 が 見 ら れ、 奢 侈 的 な傾 向 が 助 長さ れ た 。

( 4)全国 的 な 経 済の 形 成

江 戸 ・ 大阪 ・ 京 都 の三 都 が め ざま し く 繁 栄し て 、 流 通圏 が 拡 大 した 。

そ れ ま での 呉 服 業 は各 種 の 利 権の 恩 恵 と 援助 を 受 け てい た 特 権 商人 層 を 中 心に

商 い が 実 施さ れ て い た。 し か し 「越 後 屋 」 の採 用 し た 新し い 商 い 方法 は 、 自 らの

リ ス ク で 流通 過 程 よ り利 潤 の 吸 収を 行 い 、 商業 資 本 を 急激 に 増 加 させ る こ と を可

能 に し た 。店 先 で お 客を 迎 え る こと は 、 経 費の 節 約 に 貢献 し 、 現 金売 は 資 金 回転

を 早 め た 。一 方 仕 入 れ面 で は 従 来通 り の 二 節期 払 い で あっ た た め に、 資 金 は 更に

数 倍 に も 活用 さ れ た ので あ っ た 。そ の 結 果 、新 旧 商 人 層の 交 代 が 成し 遂 げ ら れて

い っ た と 考え ら れ る 。

２ ． 「 越 後屋 」 呉 服 店の 革 新 性 の現 代 的 評 価

越 後 屋 は新 し い 商 いの 方 法 を 行う こ と に より 、 古 い 商慣 習 か ら の脱 皮 を 図 った 。
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今 ま で に なか っ た 経 営方 法 の 開 発が な さ れ たと い え る 。変 化 を 遂 げつ つ あ っ た社

会 経 済 環 境の な か で 、当 時 新 し く台 頭 し て いた 商 人 層 やそ れ に 近 い農 民 層 を も大

衆 購 買 層 と捉 え 、 消 費者 の 立 場 に立 っ た 商 いが 行 わ れ た。 そ れ ま での 封 建 支 配者

層 た る 武 士だ け を 対 象と は せ ず に広 く 大 衆 を顧 客 と 考 えた の で あ る。 こ の 大 衆顧

客 の ニ ー ズに 基 づ い た商 い は 顧 客の 絶 大 な 支持 を 受 け るこ と と な り、 商 業 資 本の

蓄 積 が 行 われ 、 三 井 財閥 の 基 礎 を形 成 し て いっ た の で あっ た 。 わ が国 で は 第 二次

世 界 大 戦 後の 混 乱 期 に再 び 「 正 札販 売 」 に よる 小 売 方 法が 主 張 さ れ、 顧 客 の 立場

に 立 っ た 商い の 必 要 性が 述 べ ら れた が 、 消 費者 志 向 に 基づ い た 小 売業 の ル ー ツ、

す な わ ち その 原 点 は 「越 後 屋 」 の「 現 金 掛 け値 な し 正札 販 売 」 にあ っ た の であ

る 。 「 越 後屋 」 の 行 った 革 新 に よる そ の 後 の発 展 は 高 利個 人 の 堅 実な 生 活 態 度や

誠 実 な 商 業意 識 に 負 うと こ ろ も 多い 。 関 連 した 諸 問 題 の研 究 は 今 後の 課 題 と して

い き た い 。

関 西 実 践 経営 ・ 第 16号 1 99 8年 10月原 稿
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